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全国各地の水稲圃場内で確認されています‼ 
 2018 年に京都府で注意報が発表され、2020

には、当 JA 管内で確認されているイネカメムシ。 

 今年も、全国的に水稲圃場内での発生が確認さ

れています。 

 イネカメムシは、本州、四国、九州、西南諸島

などで分布するイネ科植物の害虫と知られていま

す。体調は 12～13ｍｍで、４月頃から越冬地で

活動を開始し、水稲の出穂前から本殿に侵入する

こともあります。 

 早生品種では走り穂が出ると本田への侵入が始

まり、吸汁加害します。 

 イネカメムシは、斑点米を発生させるだけでな 

く、出穂期に籾の基部や茎の加害により不稔を生じさせ、減収となる恐れのあることが知られてい

ます。 

 国内では、生息地や被害が拡大傾向にあり、今年６月に茨城県、千葉県、埼玉県、山口県の早生

品種の本田すくい取り調査で、数頭捕獲されています。 

 管内では、昨年、本田すくい取調査で、初めて平坦地

で確認されており、西南部地域、北部地域でも確認され

ています。 

早生品種だけでなく、晩生品種「ヒノヒカリ」や「に

こまる」においても注意が必要です。 

出穂期初期に本田への侵入することが知られている

ことから、イネカメムシにおいては、出穂前より防除を

行ってください。 

 

イネカメムシによる 

基部が吸汁された斑点米被害粒 

 
成虫 

 
幼虫 

水稲の生育状況を 

確認してください！ 
 本年は、梅雨入りが例年になく遅く、短期集中型の梅雨を発

表されていましたが、予報通りとはならず、引き続き異常気象

と思われます。日照不足の影響により、水稲は緩やかに生育し

ており、生育不良の水田では、硫安の散布など直ちに回復に努

めてください。 

※過度の硫安散布は、いもち病を誘発させてしまいますの

で、ご注意ください。 



 

 


